
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
八
十
八
号

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
提
供
体
制
の
確
保

に
関
す
る
基
本
方
針
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
九
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

第
一
の
一
及
び
第
二
の
二
の
１
の

中
「
急
性
心
筋
梗
塞
」
を
「
心
筋
梗
塞
等
の
心
血
管
疾
患
」
に
改
め
る
。

（一）

第
三
の
二
の
１
中
「
五
年
間
」
を
「
六
年
間
」
に
改
め
、
「
都
道
府
県
計
画
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画

、
都
道
府
県
が
ん
対
策
推
進
計
画
、
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
等
」
を
削
り
、
「
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
」
を
「
六
年

ご
と
」
に
改
め
、
同
２
中
「
に
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
本
基
本
方
針
に
基
づ
く
医
療
計
画
の
見
直
し
後
六
年
間
を
目

途
に
」
を
加
え
、
同
２
に
次
の
一
段
落
を
加
え
る
。

ま
た
、
在
宅
医
療
及
び
介
護
の
連
携
の
観
点
か
ら
、
医
療
計
画
と
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
（
以
下
単
に
「
都
道
府
県
介
護

保
険
事
業
支
援
計
画
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
百
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画

（
以
下
単
に
「
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
と
の
整
合
性
を
図
る
た
め
、
医
療
計
画
の
計
画
期

間
の
中
間
年
と
な
る
三
年
目
に
お
い
て
も
、
数
値
目
標
の
設
定
並
び
に
数
値
目
標
の
達
成
状
況
の
調
査
、
分
析



及
び
評
価
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
の
二
の
１
の

中
「
地
域
が
ん
登
録
」
を
「
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
規
定

（一）

に
よ
る
地
域
が
ん
登
録
及
び
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
が
ん
登
録
」
に
改
め
、
同
１
の

中
「
急
性
心
筋
梗
塞
」
を
「
心
筋
梗
塞
等
の
心
血
管
疾
患
」
に
改
め

（三）

、
同
１
の

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（五）
精
神
疾
患

（五）

統
合
失
調
症
、
う
つ
病
・
躁
う
つ
病
、
認
知
症
、
児
童
・
思
春
期
精
神
疾
患
、
依
存
症
な
ど
の
多
様
な
精

神
疾
患
ご
と
に
患
者
に
応
じ
た
質
の
高
い
精
神
医
療
を
提
供
す
る
機
能
及
び
他
の
医
療
提
供
施
設
や
福
祉
・

介
護
事
業
所
と
の
地
域
連
携
を
推
進
す
る
機
能

第
四
の
二
の
１
の

中
「
（

）
」
の
下
に
「
及
び
災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム
（

）
」
を
加
え

（七）

D
M
A
T

D
P
A
T

、
「
と
活
用
計
画
」
を
「
及
び
活
用
計
画
（
日
本
医
師
会
災
害
医
療
チ
ー
ム
（

）
等
の
医
療
チ
ー
ム
と
の
連

J
M
A
T

携
を
含
む
。
）
」
に
、
「
広
域
搬
送
」
を
「
広
域
医
療
搬
送
」
に
改
め
、
「
方
法
」
の
下
に
「
（
航
空
搬
送
拠
点
及
び

航
空
搬
送
拠
点
臨
時
医
療
施
設
の
確
保
を
含
む
。
）
」
を
、
「
対
応
し
た
」
の
下
に
「
事
業
継
続
計
画
・
」
を
加
え
、

同
１
の

中
「
へ
き
地
保
健
医
療
計
画
と
整
合
性
が
図
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
」
を
「
へ
き
地
の
医
療
を
提
供
す
る
機

（八）

能
及
び
」
に
、
「
第
十
一
次
へ
き
地
保
健
医
療
対
策
を
踏
ま
え
た
対
応
」
を
「
へ
き
地
診
療
所
等
の
整
備
」
に
改
め
、

同
１
の

中
「
自
治
体
立
病
院
等
の
産
科
」
を
「
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
周
産
期
医
療
」
に
改
め
、
同
１
の

中
「
自

（九）

（十）



治
体
立
病
院
等
の
小
児
科
」
を
「
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
小
児
医
療
」
に
改
め
る
。

第
四
の
二
の
２
の

中
「
医
療
機
関
で
あ
る
」
を
「
医
療
機
関
の
う
ち
」
に
改
め
、
「
、
平
成
二
十
一
年
十
月
か
ら

（一）

施
行
さ
れ
て
い
る
消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
三
十
四
号
）
に
よ
り
」
を
削
り
、
「
受

入
」
を
「
受
入
れ
」
に
改
め
、
「
必
要
で
あ
る
」
の
下
に
「
。
一
連
の
救
急
搬
送
と
救
急
医
療
の
連
携
の
確
保
に
当
た

っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
体
制
の
一
層
の
充
実
・
強
化
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
を
、
「

求
め
ら
れ
る
」
の
下
に
「
。
ま
た
、
精
神
科
救
急
医
療
と
一
般
救
急
医
療
と
の
連
携
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
」
を
加
え
、
同
２
の

中
「
こ
の
た
め
」
を
「
救
急
搬
送
に
つ
い
て
は
」
に
改
め
、
「
規
定
す
る
救
急
医
療
用
ヘ

（二）

リ
コ
プ
タ
ー
」
の
下
に
「
（
以
下
単
に
「
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
法
第
五
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
計
画
に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
都
道
府
県

は
、
医
療
計
画
に
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
つ
い
て
定
め
る
と
き
は
、
救
急
医
療
用

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
を
提
供
す
る
病
院
に
関
す
る
」
に
、
「
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
都
道

府
県
に
お
い
て
達
成
す
べ
き
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
係
る
目
標
に
関
す
る
事
項
並

び
に
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
提
供
が
行
わ
れ
る
地
域
ご
と
に
、
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
を
用
い
た
救
急
医
療
を
提
供
す
る
病
院
の
医
師
、
消
防
機
関
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
職
員
、
診
療
に
関
す
る
学

識
経
験
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
連
携
に
関
す
る
」
に
、
「
こ
う
し
た
一
連
の
救
急
搬
送
と
救
急
医
療
の
連
携
の
確
保
に

当
た
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
体
制
の
一
層
の
充
実
・
強
化
を
図
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
」
を



「
ま
た
、
災
害
時
に
お
い
て
、
消
防
機
関
等
の
依
頼
又
は
通
報
に
基
づ
か
な
い
出
動
を
想
定
し
た
、
救
急
医
療
用
ヘ
リ

コ
プ
タ
ー
の
運
航
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
２
の

中
「
へ
き
地
保
健
医
療
対
策
に
基
づ

（三）

く
」
を
「
へ
き
地
に
お
け
る
医
療
の
確
保
の
た
め
の
」
に
改
め
、
同
２
の

中
「
、
周
産
期
医
療
体
制
整
備
計
画
の
内

（四）

容
と
整
合
性
を
図
る
と
と
も
に
」
を
削
り
、
「
地
域
の
助
産
師
」
を
「
助
産
師
を
含
む
地
域
の
医
療
従
事
者
」
に
、
「

隣
接
」
を
「
周
産
期
に
関
す
る
救
急
搬
送
や
災
害
時
の
周
産
期
医
療
等
に
お
い
て
、
近
隣
」
に
改
め
、
「
救
急
医
療
」

の
下
に
「
や
精
神
医
療
等
」
を
加
え
、
同
２
の

中
「
健
康
」
を
「
救
急
医
療
機
関
の
受
診
に
関
す
る
」
に
改
め
、
「

（五）

支
援
す
る
機
能
」
の
下
に
「
及
び
退
院
後
の
患
者
を
在
宅
医
療
等
に
よ
り
地
域
で
受
け
入
れ
る
機
能
」
を
加
え
る
。

第
四
の
三
の
２
中
「
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
」
の
下
に
「
及
び
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
」
を
加
え

、
同
五
中
「
を
担
う
」
を
「
に
加
え
、
医
療
機
関
等
と
連
携
し
て
患
者
の
服
薬
情
報
の
一
元
的
・
継
続
的
な
把
握
と
そ

れ
に
基
づ
く
薬
学
的
管
理
・
指
導
を
行
う
こ
と
、
入
退
院
時
に
お
け
る
医
療
機
関
等
と
の
連
携
、
夜
間
・
休
日
等
の
調

剤
や
電
話
相
談
へ
の
対
応
等
の
役
割
を
果
た
す
」
に
改
め
、
同
六
中
「
医
療
提
供
施
設
の
」
の
下
に
「
医
療
機
能
に
関

す
る
」
を
加
え
る
。

第
五
の
一
中
「
か
ら
、
地
域
医
療
構
想
」
の
下
に
「
（
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
将
来
の
医
療

提
供
体
制
に
関
す
る
構
想
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
、
「
構
想
区
域
」
の
下
に
「
（
同
号
に
規
定
す
る
区
域
を
い

う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
法
に
定
め
る
総
合
確
保
方
針
」
を
「
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総

合
確
保
方
針
（
以
下
単
に
「
総
合
確
保
方
針
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
法
に
定
め
る
都
道
府
県
計
画
」
を
「
医
療
介



護
総
合
確
保
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
計
画
（
以
下
単
に
「
都
道
府
県
計
画
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め

、
「
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
定
め
る
」
を
削
る
。

第
五
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

地
域
医
療
構
想
に
関
す
る
国
と
都
道
府
県
の
役
割

都
道
府
県
は
、
策
定
し
た
地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
、
構
想
区
域
等
（
法

第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
構
想
区
域
等
を
い
う
。
第
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
診
療
に
関
す

る
学
識
経
験
者
の
団
体
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
、
医
療
保
険
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
第
六
に
お
い
て
「
関
係
者
」

と
い
う
。
）
と
の
協
議
の
場
（
以
下
「
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
」
と
い
う
。
）
を
設
け
、
地
域
医
療
構
想
調
整

会
議
で
の
議
論
を
通
じ
て
、
地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
並
び
に
在
宅
医
療
を
推
進
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

国
は
、
必
要
な
情
報
の
整
備
や
都
道
府
県
職
員
等
に
対
す
る
研
修
な
ど
、
都
道
府
県
の
地
域
医
療
構
想
の
達
成

に
向
け
た
取
組
を
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
基
本
的
考
え
方

地
域
に
お
け
る
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
医
療
機
関
の
自
主
的
な
取
組
及
び
医
療

機
関
相
互
の
協
議
に
よ
り
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
都
道
府
県
は
、
法
第
三
十
条
の
十



三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
以
下
「
病
床
機
能
報
告
」
と
い
う
。
）
の
結
果
等
に
よ
り
毎
年
度
進
捗
を
把
握

し
、
公
表
す
る
と
と
も
に
、
構
想
区
域
等
ご
と
に
設
置
す
る
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
に
お
い
て
、
関
係
者
と
の

連
携
を
図
り
つ
つ
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
構
想
区
域
等
に
お
け

る
将
来
の
医
療
提
供
体
制
を
構
築
し
て
い
く
た
め
の
方
向
性
を
共
有
す
る
た
め
、
医
療
機
関
の
役
割
を
明
確
化
す

る
こ
と
や
将
来
的
に
病
床
機
能
の
転
換
を
予
定
し
て
い
る
医
療
機
関
の
役
割
を
確
認
す
る
こ
と
等
が
必
要
で
あ
る

。
ま
た
、
都
道
府
県
は
、
法
第
七
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
連
携
推
進
法
人
の
認
定
、
医
療
介
護

総
合
確
保
法
に
基
づ
く
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
の
活
用
等
に
よ
り
、
医
療
機
関
の
自
主
的
な
機
能
分
化
及

び
連
携
に
向
け
た
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

国
は
、
都
道
府
県
の
地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け
た
取
組
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
病
床
の

機
能
の
分
化
及
び
連
携
を
更
に
実
効
性
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、
病
床
機
能
報
告
の
在
り
方
を
検
討
し
て
見
直
し

を
行
い
、
地
域
の
医
療
需
要
に
円
滑
に
対
応
で
き
る
人
員
配
置
等
を
調
え
る
こ
と
の
検
討
を
進
め
る
も
の
と
す
る
。

第
七
の
一
中
「
第
三
十
条
の
二
十
三
第
一
項
」
の
下
に
「
の
規
定
」
を
加
え
、
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ

る
」
に
改
め
、
同
二
中
「
他
」
を
削
る
。

第
八
の
一
の
第
一
段
落
の
次
に
次
の
一
段
落
を
加
え
る
。

ま
た
、
こ
の
際
に
は
、
医
療
計
画
と
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
及
び
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と

の
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
を
総
合
的
に
確
保
す
る
た
め
の
基



本
的
な
方
針
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
五
十
四
号
）
第
２
の
二
の
１
に
規
定
す
る
協
議
の
場
を

設
置
し
、
よ
り
緊
密
な
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
体
制
整
備
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

第
八
の
二
中
「
五
年
間
」
を
「
六
年
間
」
に
改
め
る
。

第
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九

そ
の
他
医
療
提
供
体
制
の
確
保
に
関
す
る
重
要
事
項

医
療
計
画
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
具
体
的
な
施
策
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
健
康
増
進
法
等
医
療
関
係
各
法
等

の
規
定
及
び
次
の
方
針
等
に
配
慮
し
て
定
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
総
合
確
保
方
針
及
び
都

道
府
県
計
画
並
び
に
介
護
保
険
法
第
百
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
指
針
、
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援

計
画
及
び
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

健
康
増
進
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
健
康

増
進
計
画

２

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医

療
費
適
正
化
基
本
方
針
及
び
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画

３

が
ん
対
策
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
が
ん
対
策
推
進
基
本
計

画
及
び
同
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
が
ん
対
策
推
進
計
画

４

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第



一
項
に
規
定
す
る
指
針

５

肝
炎
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
肝
炎
対
策
基
本
指
針

６

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
基
本
方
針

７

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
に
規
定
す
る
基
本
的
な
方
針

８

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ア
レ

ル
ギ
ー
疾
患
対
策
基
本
指
針
及
び
同
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
に
お
け
る
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
対
策
の

推
進
に
関
す
る
計
画

９

自
殺
対
策
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
自
殺
総
合
対
策
大
綱
及
び
同

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
自
殺
対
策
計
画

ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ア

10
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
推
進
基
本
計
画
及
び
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
ア
ル
コ
ー
ル
健

康
障
害
対
策
推
進
計
画

歯
科
口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

11
る
基
本
的
事
項

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三

12



号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
指
針
及
び
同
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
障
害

福
祉
計
画


